
国による「日本学生支援機構授業料後払い制度」申請書 

令和 年度日本学生支援機構授業料後払い制度への申請を希望します。 

申請にあたり下記のチェックリストを確認し、制度を理解した上で提出いたします。 

フリガナ 

氏名 

 

 

 

受験する研究科名  

受験する専攻名  

受験する課程 □修士課程  □博士前期課程  □専門職課程 

出身大学・学部名  

確認欄(内容確認後✓を入れてください) 

□ 本制度は貸与型の制度となり、貸与終了後、日本学生支援機構へ返還が必要になります。 

※第一種奨学金制度と同様に返還免除制度への申請が可能です。 

 

□ 本制度を利用する場合は、大学院修士課程における日本学生支援機構第一種奨学金の利用は

できません。※日本学生支援機構第二種奨学金との併用は可能です。 

 

□ 本制度に採用決定した場合、「後払い制度」が適用された授業料は日本学生支援機構から大学

に直接振り込まれます。 

 

□ 本制度は機関保証のみ利用が可能です。返還に際しては、後払いとなった授業料(大学に直接

振り込まれた授業料)・生活費奨学金に加え、保証料を合算した金額の返還が必要です。 

 

□ 本制度に採用とならなかった場合などは、本学へ所定の期日までに納付猶予となっていた授

業料を支払うことが必要です。 

 

□ 申請後、入学時に案内する手続きも必ず行うことが必要です。 

 

□ 入学手続期間に入学金および「後払い制度」対象となる授業料以外の学納金を支払います。 

※「後払い制度」上限を超える授業料は大学にお支払いください。 

  ※納入済みの入学金及び学納金はいかなる理由の場合でも返金しません。 

 

上記確認の上、手続きを希望いたします。 

 

記入日：   年   月  日 署名(直筆)                   

※ フォームへアップロードしてください。 

昭和女子大学指定様式 


